
東京中央監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 
 
 

平成 2 6 年２月 2 4 日 
公認会計士・監査審査会 

 
公認会計士・監査審査会は、東京中央監査法人を検査した結果、下記のとおり、当該監

査法人の運営が著しく不当なものと認められたので、本日、金融庁長官に対して、公認会
計士法第 41条の２の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずる
よう勧告した。 
 

記 
 

東京中央監査法人を検査した結果、以下のとおり、当該監査法人の運営は、著しく不当

なものと認められる。 

 

１．当該監査法人は、監査契約の解除等により資金繰りが逼迫し、法人代表者からの資金
借入れを余儀なくされるなど厳しい環境の中、過度に人件費や経費を抑制した経営を行
っている。このため、社員の退任が発生したものの、必要な人材の採用を行わず、実質
３名の社員による業務運営を行っている。さらに、社員それぞれの役割分担を明確にし
ないまま、収益確保のため監査業務の実施に重きを置いたことから、品質管理責任者が
実質的に不在となっているなど、監査法人として組織的な監査を実施する態勢ができて
いない。 

また、業務執行社員は、職員の離職により自ら監査手続を実施せざるを得ない中、監
査チームにおける他の業務執行社員等に対する指導・監督を十分に実施しておらず、他
の業務執行社員等が作成した監査調書の査閲を行っていない。 
このように、当該監査法人は品質管理のシステムが機能しておらず、品質管理態勢は

著しく不適切かつ不十分である。 
 
２．監査業務の実施については、監査計画と実施した監査手続との間に不整合が生じてい
るほか、実証手続や会計上の見積りの監査手続、経営者確認書の入手等の監査手続にお
いて、十分かつ適切な監査証拠を入手していないなど、監査計画の適切性並びに収集し
た監査証拠の十分性及び適切性の評価ができておらず、監査の基準に規定されている基
本的な監査手続が実施されていない監査業務が広範に認められる。 

 
３．監査業務に係る審査については、監査の基準の改正に留意した監査計画の審査を実施
しておらず、また、監査チームが十分かつ適切な監査証拠を入手しているかについて批
判的な観点から審査を行っていないなど、監査実施上の問題点を審査において指摘でき
ておらず、審査態勢は著しく不十分である。 

 
４．日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び定期的な検証の指摘事項については、リ
スク・アプローチに基づく監査計画の策定並びに監査実施者に対する指示・監督及び監
査調書の査閲等について、改善が不十分な事項や未改善となっている事項が広範に認め
られており、改善に向けた取組状況は著しく不十分である。 
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